
令和４年４月 日改正 

アレルギー疾患対策推進計画（素案）新旧対照表 

現行計画（旧）  改定計画素案（新）  

県民の皆様へ  

現在、国民の約二人に一人が、食物アレルギー、気管支ぜん息、アトピー性

皮膚炎、花粉症などのアレルギー疾患に罹患していると言われており、疾患

により医療機関を受診する患者数は、近年、増加傾向にあります。 

アレルギー疾患は、症状の悪化や治療のため入院・通院をする際、学校や職

場等において適切な理解や支援を受けることができず、長期にわたり患者や

その家族の生活に多大なる影響を与えるほか、アナフィラキシーショックの

ように、突然症状が悪化し死に至るものもあります。しかし、全ての患者が 

アレルギーの状態に応じて適切な治療を受けているとはいえないのが現状で

す。 

こうした中、平成27年12月に「アレルギー疾患対策基本法」が施行され、都

道府県は、その地域の特性に応じた施策を策定し、実施するよう努める責務

を担うとともに、アレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することが

できるとされました。 

そこで、県では昨年３月に策定された国の「アレルギー疾患対策の推進に関

する基本的な指針」に即して、アレルギー疾患対策を総合的かつ計画的に推

進するため、このたび、「神奈川県アレルギー疾患対策推進計画」を策定し

ました。 

本計画では、アレルギー疾患対策に関する施策を「生活環境の改善」「医療

提供体制の整備」「生活の質の維持向上」の３つの区分に分け、アレルギー

疾患の発症・重症化の予防や症状の軽減、適切な医療を受けられる体制の整

備、患者等を支援するための環境づくりなどに取り組んでいきます。 

今後は、県民の皆様をはじめ、関係機関や団体、市町村等と連携しながら、

本計画に基づいたアレルギー疾患対策に取り組み、健康寿命の延伸に向けた

取組みを推進してまいります。 

平成 30 年３月 
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第１章はじめに 

１ 策定の趣旨 

近年、患者数が増加しているアレルギー疾患は、中には急激な症状の悪化を

繰り返したり、重症化により死に至るものがあり、職場、学校等のあらゆる場

面で日常生活に多大な影響を及ぼしています。 

しかし、全てのアレルギー疾患患者が、医学的知見に基づく治療を受けてい

るわけではないことから、アレルギーの状態に応じた適切な治療を受けられる

体制の整備が望まれています。 

こうした状況を鑑み、総合的なアレルギー疾患対策を推進するため、「アレ

ルギー疾患対策基本法」（以下「法」という。）が平成27年12月25日に施行さ

れました。 

法においては、アレルギー疾患対策の基本理念が定められ、国、地方公共団

体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理

者の責務が明らかにされました。 

法第13条において、都道府県は、国の策定する「アレルギー疾患対策基本指

針」（以下「基本指針」）に即するとともに、地域の状況を踏まえ、都道府県

におけるアレルギー疾患対策の推進に資する計画を策定することができるとさ

れています。 

そこで、本県では、この法第13条及び国の策定した基本指針に即し、本県に

おけるアレルギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、

生活の質の維持向上のための支援の状況等を踏まえ、本県のアレルギー疾患対

策を総合的に推進するための計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章はじめに 

１ 策定の趣旨 

アレルギー疾患は、中には急激な症状の悪化を繰り返したり、重症化により

死に至るものがあり、職場、学校等のあらゆる場面で日常生活に多大な影響を

及ぼしています。 

しかし、全てのアレルギー疾患患者が、科学的知見に基づく治療を受けてい

るわけではないことから、アレルギーの状態に応じた適切な治療を受けられる

体制の整備が望まれています。 

こうした状況を鑑み、県では平成 27 年 12 月 25 日に施行された「アレルギ

ー疾患対策基本法」（以下「法」という。）及び国が策定した「アレルギー疾

患対策基本指針」（以下、「基本指針」という。）に即し、県におけるアレル

ギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維

持向上のための支援の状況等を踏まえ、「神奈川県アレルギー疾患対策推進計

画（平成 30 年度～34 年度）」を策定し、アレルギー疾患対策を総合的に推進

してきたところです。 

近年、医療の進歩に伴い、科学的知見に基づく医療を受けることによる症状

のコントロールがおおむね可能となってきているものの、全ての患者がその恩

恵を受けているわけではないという現状も指摘されており、診療・管理ガイド

ラインにのっとった医療のさらなる普及が望まれています。 

国は、法に基づき、令和４年３月に国及び地方公共団体のアレルギー疾患対

策の総合的な推進を図るため、基本指針の改正をしました。この「神奈川県ア

レルギー疾患推進計画（令和５～９年度）」は国が改定した基本指針に即し、

本県の総合的なアレルギー疾患対策の推進を図るために改定するものです。 

また、2015 年９月、ニューヨークの国連本部において「持続可能な開発目

標」（Sustainable Development Goals 略称 SDGs）を含む「持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ」が採択されました。日本政府も 2016 年５月 20日

に内閣総理大臣を本部長、全閣僚を本部員とする「持続可能な開発目標推進本

部」を設置、同 12月 22 日には「ＳＤＧｓ実施指針」を策定し、その中で各地

方自治体に「各種計画や戦略、方針の策定や改訂に当たってはＳＤＧｓの要素

を最大限反映することを奨励」しています。このアレルギー疾患対策推進計画

においても今後、この趣旨を踏まえて取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラグラフ構成を他疾患計画と併せて修

正 

疾患の特性、課題 

県計画の策定（最初） 

近年の課題 

今回の改正（国指針改正→県改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本指針 前文 ４パラグラフを引用 

 

 

 

基本指針 前文 ７パラグラフを引用 

 

 

 

第１章の最後にあったものを他計画に合

わせて移動（文章の修正なし） 
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２ 計画の位置づけ 

・ アレルギー疾患対策基本法第13条に基づく法定計画である都道府県アレル

ギー疾患対策推進計画として、国の指針に即し、本県におけるアレルギー疾

患対策を総合的に進めるための計画とします。 

・ 神奈川県アレルギー疾患対策推進計画は、県が策定した関連する次の計画

等と整合を図っています。 

＜関連する計画＞ 

 

 

 

・神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画 

・神奈川県花粉発生源対策10か年計画 

・神奈川県保健医療計画 

・かながわ食の安全・安心行動計画 

 

３ 計画の期間 

平成30年度から平成34年度までの５年間とします。 

ただし、国が示す指針の改正や国からの通知、新しい治療方法や患者が急激

に増加するなどのアレルギー疾患に関する状況の変化があった場合には、策定

から５年を経過する前であっても、必要に応じて内容の見直しを行うこととし

ます。                        

 

４ 対象区域 

県内全市町村とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の位置づけ 

・ この計画は、アレルギー疾患対策基本法第 13 条に基づく法定計画であ

る都道府県アレルギー疾患対策推進計画として、国の指針に即し、本県

におけるアレルギー疾患対策を総合的に進めるための計画として策定し

ます。 

・ 県が策定した関連する次の計画等と整合を図った計画とします。 

・かながわグランドデザイン 

・神奈川県保健医療計画 

・かながわ健康プラン 21 

・神奈川県地域防災計画 

・神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画 

・神奈川県花粉発生源対策 10か年計画 

・かながわ食の安全・安心行動計画 

 

 

３ 計画の期間 

令和５年度から令和９年度までの５年間とします。 

ただし、国が示す指針の改正や国からの通知、新しい治療方法や患者が急

激に増加するなどのアレルギー疾患に関する状況の変化があった場合には、策

定から５年を経過する前であっても、必要に応じて内容の見直しを行うことと

します。 

 

４ 対象区域 

県内全市町村とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書き出し と 締め を他計画と一致さ

せる。 

 

 

 

 

（追加）他疾患計画と合わせる 

 

（追加）他疾患計画と合わせる 

（追加）指針改正 59 

 

 

 

 

 

 

（修正）年度修正 
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５ 基本的な考え方 

法では、地方公共団体が、国の施策と相まって、当該地域の状況に応じて

行う基本的施策を定めており、それを踏まえて県は、アレルギー疾患対策に関

する施策を３つの区分に分けて実施します。とりわけ、県民がアレルギー疾患

に関し医学的知見に基づく適切な情報を入手でき、患者が疾患の症状に応じた

適切な自己管理を行えるとともに、その家族や関係者が適切な支援を行えるよ

う、正しい情報を入手しやすい体制を整備していきます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、2015 年９月、ニューヨークの国連本部において「持続可能な開発目

標」（Sustainable Development Goals 略称 SDGs）を含む「持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ」が採択されました。日本政府も 2016 年５月 20 日に

内閣総理大臣を本部長、全閣僚を本部員とする「持続可能な開発目標推進本

部」を設置、同 12 月 22 日には「ＳＤＧｓ実施指針」を策定し、その中で各地

方自治体に「各種計画や戦略、方針の策定や改訂に当たってはＳＤＧｓの要素

を最大限反映することを奨励」しています。このアレルギー疾患対策推進計画

においても今後、この趣旨を踏まえて取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 基本的な考え方 

法では、地方公共団体が、国の施策と相まって、当該地域の状況に応じて

行う基本的施策を定めており、それを踏まえて県は、アレルギー疾患対策に関

する施策を３つの区分に分けて実施します。とりわけ、県民がアレルギー疾患

に関し医学的知見に基づく適切な情報を入手でき、患者が疾患の症状に応じた

適切な自己管理を行えるとともに、その家族や関係者が適切な支援を行えるよ

う、正しい情報を入手しやすい体制を整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除）第１章へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境の改善 ～アレルギー疾患の発症・重症化の予防や症状の軽減～  

アレルギー疾患が、生活環境に関係するさまざまな要因によって発生し、

重症化することを踏まえて、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減

に資するため、アレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活

環境の改善を図ります。  

医療提供体制の整備 ～適切な医療を受けられる体制の整備～  

アレルギー疾患のある方が、居住する地域に関わらず、等しく医学的知見

に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療を受けることができるよう医療提

供体制の整備を図ります。 

生活の質の維持向上 ～アレルギー疾患患者等を支援するための環境づくり～  

県民が、アレルギー疾患に関して、適切な情報を入手することができると

ともに、アレルギー疾患患者が、その状態や環境に応じ、生活の質の維持向

上のための支援を受けることができるよう体制の整備を図ります 

生活環境の改善 ～アレルギー疾患の発症・重症化の予防や症状の軽減～  

アレルギー疾患が、生活環境に関係するさまざまな要因によって発生し、

重症化することを踏まえて、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減

に資するため、アレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活

環境の改善を図ります。  

医療提供体制の整備 ～適切な医療を受けられる体制の整備～  

アレルギー疾患のある方が、居住する地域に関わらず、等しく医学的知見

に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療を受けることができるよう医療提

供体制の整備を図ります。 

生活の質の維持向上 ～アレルギー疾患患者等を支援するための環境づくり～  

県民が、アレルギー疾患に関して、適切な情報を入手することができると

ともに、アレルギー疾患患者が、その状態や環境に応じ、生活の質の維持向

上のための支援を受けることができるよう体制の整備を図ります 
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第２章アレルギー疾患の現状 

１ 主なアレルギー疾患の特徴 

アレルギーとは、身体の中に入ってくる抗原となる異物（アレルゲン）に対

して反応する抗体が過剰に働き、粘膜や皮膚に炎症が生じることから、身体を

害する症状が引き起こされることを指します。  

アレルギーの原因となるアレルゲンは、花粉、ダニ、ハウスダスト、食物な

ど、様々な種類があり、どのアレルゲンに反応するかは人によって異なりま

す。  

以下は、計画に規定する主なアレルギー疾患の特徴です。 

 

 

 

 

第２章アレルギー疾患の現状 

１ 主なアレルギー疾患の特徴 

アレルギーとは、身体の中に入ってくる抗原となる異物（アレルゲン）に対

して反応する抗体が過剰に働き、粘膜や皮膚に炎症が生じることから、身体を

害する症状が引き起こされることを指します。 

アレルギーの原因となるアレルゲンは、花粉、ダニ、ハウスダスト、食物な

ど、様々な種類があり、どのアレルゲンに反応するかは人によって異なりま

す。 

以下は、計画に規定する主なアレルギー疾患の特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）指針改正 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アレルギー疾患は、年齢によって発症しやすいアレルギーが異なるという特

徴があります。 

多くのアレルギー疾患患者は、乳児期にアトピー性皮膚炎が最初に発症し

て、その後、食物アレルギー、ぜん息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜

炎というふうに発症していく傾向があります。必ずしもすべての人がこのよう

な病気の流れになるわけではありませんが、さまざまなアレルギーの病気が年

齢によって次々と発症してくる様子を音楽隊の行進（マーチ）になぞらえて

「アレルギーマーチ」と呼んでいます。 

アレルギー疾患は一度発症すると、複数のアレルギー疾患を合併し得るこ

と、新たなアレルギー疾患を発症し得ること等の特徴（アレルギーマーチ）を

有するため、これらの特徴を考慮し、発症予防も勘案した施策が必要になりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）アレルギー・マーチ 

アレルギーポータルより引用 

 

 

 

 

 

 

指針改正 ２「発症予防も勘案した…」 

 

“診療が必要”→“施策が必要” 

県計画のため、施策に修正 
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２ 患者数の増加 

我が国では、乳幼児から高齢者まで国民の約２人に１人が何らかのアレルギ

ー疾患があると言われています。 

アレルギー疾患は、「アレルギー疾患対策基本法」に定められる、気管支ぜ

ん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、

食物アレルギー、その他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害

な局所的又は全身的反応に係る疾患を指します。 

患者の推移は、疾患により多少の増減があるものの、増加傾向にあります。 

成人におけるぜん息と鼻アレルギーの頻度、小学生のアレルギーの有症率

は、次のような状況となっています。 

 

 

■ 成人（20歳から45歳）におけるぜん息と鼻アレルギーの頻度 

（全国調査2006年から2012年の結果推移） 

 

■小学生（7歳から12歳）における主なアレルギー疾患の年度別学年別有

症率 

 

 

 

 

２ 患者数の状況 

我が国では、乳幼児から高齢者まで国民の約２人に１人が何らかのアレルギ

ー疾患があると言われています。 

アレルギー疾患は、「アレルギー疾患対策基本法」に定められる、気管支ぜ

ん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、

食物アレルギー、その他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害

な局所的又は全身的反応に係る疾患を指します。 

患者の推移は、小児喘息など一部の疾患で減少が見られるものの、食物アレ

ルギーなどは増加傾向にあります。 

 

 

 

■ アレルギー疾患患者数の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修正）増加 → 状況 

 

 

 

 

 

 

７月協議会意見を反映 

 

 

 

 

（修正）データ差換え 
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■年齢別アレルギー疾患患者数の推移（全国） 

 

 

■学校における食物アレルギーの頻度（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修正）データ差換え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修正）データ差換え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平成25年 ■令和元年 
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第３章アレルギー疾患対策の課題 

１ アレルギー疾患の発症・重症化の予防や症状の軽減 

(1) アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及 

アレルギー疾患は、疾患の種類や病態が多様であり、その要因も様々である

ため、原因の特定が困難とされています。 

インターネット等には、アレルギー疾患に関する膨大な情報があふれてお

り、その中から正しい情報を選択するのは簡単なことではありません。正しい

情報を選べなかったがために適切な治療を受けられず、症状の悪化などを繰り

返す例も指摘されているところです。 

 

こうしたことから、アレルギー疾患患者やその家族、支援する関係機関等

が、重症化の予防や症状の軽減について、医学的知見に基づいたアレルギー疾

患の治療に関する正しい知識を入手できるよう、情報の提供や普及啓発を行う

ことが必要です。 

 

 

(2) 生活環境におけるアレルゲン等の軽減 

アレルギー疾患の発症や重症化を予防し、症状を軽減するためには、アレ

ルゲンに曝露しないようにすることが有効と言われています。 

アレルゲンは、住まいの中の粉塵やダニ、自然の中のスギ・ヒノキ等の花

粉や大気中の原因物質など、生活する環境の中に存在します。 

アレルゲンを回避するためには、例えば、花粉の飛散を軽減するための森

林の整備など、自然環境や居住の環境、周囲の理解に基づく環境の管理等、

患者を取り巻く環境の改善を図ることが必要です。 

 

(3) 生活スタイルの改善 

肥満やストレス、喫煙や受動喫煙はアレルギーの悪化要因であるとされて

います。悪化要因を取り除くためには、肥満防止に向けたバランスのとれた

食事や規則正しい生活を送ること、ストレスを軽減すること、正しいスキン

ケア、禁煙や受動喫煙の防止をすることなど、生活スタイルの改善を図るこ

とが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

第３章アレルギー疾患対策の課題 

１ アレルギー疾患の発症・重症化の予防や症状の軽減 

(1) アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及 

アレルギー疾患は、疾患の種類や病態が多様であり、その要因も様々であ

るため、原因の特定が困難とされています。 

インターネット等には、アレルギー疾患に関する膨大な情報があふれてお

り、その中から正しい情報を選択するのは簡単なことではありません。適切

な情報が得られず、若しくは適切でない情報を選択したがゆえに、科学的知

見に基づく治療から逸脱し、症状が再燃又は増悪する例も指摘されていると

ころです。 

こうしたことから、アレルギー疾患患者や妊婦や乳幼児の保護者、その家

族、支援する関係機関等が、アレルゲン免疫療法を含めた重症化の予防や症

状の軽減、発症予防や対策について、科学的知見に基づいたアレルギー疾患

の治療や対応に関する正しい知識を入手できるよう、情報の提供や普及啓発

を行うことが必要です。 

 

(2) 生活環境におけるアレルゲン等の軽減 

アレルギー疾患の発症や重症化を予防し、症状を軽減するためには、アレ

ルゲンに曝露しないようにすることが有効と言われています。 

アレルゲンは、住まいの中の粉塵やダニ、自然の中のスギ・ヒノキ等の花

粉や大気中の原因物質など、生活する環境の中に存在します。 

アレルゲンを回避するためには、例えば、花粉の飛散を軽減するための森

林の整備など、自然環境や居住の環境、周囲の理解に基づく環境の管理等、

患者を取り巻く環境の改善を図ることが必要です。 

 

(3) 生活スタイルの改善 

肥満やストレス、喫煙や受動喫煙はアレルギーの悪化要因であるとされて

います。悪化要因を取り除くためには、肥満防止に向けたバランスのとれた

食事や規則正しい生活を送ること、ストレスを軽減すること、禁煙や受動喫

煙の防止をすることなど、生活スタイルの改善を図ることが必要です。 

また乳幼児へは正しいスキンケアの実施などアレルギー疾患の悪化要因の

軽減を図るため、アレルゲン回避を基本とし、食物アレルギー対策を考慮に

入れた離乳食の実施など免疫寛容の誘導も考慮に入れた対応が必要です。 

 

（乳幼児に対するアレルギー予防の対応についてコラム掲載予定） 

 

 

 

 

 

指針改正 14～17 

 

 

 

 

（修正） 

指針改正 19 適切な情報が得られず、若し

くは 

後半部分も書きぶりを合わせる 

（追加）指針改正 23 

（追加）指針改正 20 

（修正）指針使用単語（科学的知見）へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修正）述語追加 

（追加）指針改正 ８  

アレルゲン回避を基本とし、また、免疫寛容の

誘導も考慮に入れつつ 
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２ アレルギー疾患の適切な医療を受けられる体制の整備 

(1) 医療提供体制の整備 

アレルギー疾患は、医療の進歩に伴い、疾患別に診療ガイドラインが整

備され、医学的知見に基づく適切な治療を受けることで、症状のコントロ

ールがおおむね可能となっています。 

しかしながら、全てのアレルギー疾患患者が住む地域に関わらず、等し

く、適切なアレルギー疾患治療を受けるには、診療・管理ガイドラインに

則った医療のさらなる普及が必要です。 

本県では、アレルギー疾患に対応できる医療機関を指定し、医療提供体

制の確保を図ってきましたが、患者への適切な医療の提供に向けて、アレ

ルギー疾患の診療連携体制について整備していく必要があります。 

 

 

 

 

 

(2) 専門的な知識及び技能を有する医師・医療従事者の育成 

患者やその家族が、住む地域に関わらず、アレルギーの状態に応じた適

切な医療を受けられるためには、身近にアレルギー疾患の専門的な知識と

技能を有する医師や薬剤師、看護師、臨床検査技師等による医療や相談支

援が必要です。 

そのため、医師や医療従事者が、知識・技能の向上に向けて、最新の医

学的知見に基づく医療情報や研修等の情報を入手しやすい方法で提供して

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ アレルギー疾患の適切な医療を受けられる体制の整備 

(1) 医療提供体制の整備 

アレルギー疾患は、医療の進歩に伴い、疾患別に診療ガイドラインが整

備され、医学的知見に基づく適切な治療を受けることで、症状のコントロー

ルがおおむね可能となっています。 

しかしながら、全てのアレルギー疾患患者が住む地域や年代に関わら

ず、等しく、適切なアレルギー疾患治療を受けるには、診療・管理ガイドラ

インに則った医療のさらなる普及が必要です。 

本県では、県アレルギー疾患医療拠点病院やアレルギー疾患に対応でき

る医療機関を指定し、医療提供体制の確保を図ってきました。 

今後は、地域の実情を把握し、患者への適切な医療の提供に向けて、医

療提供体制を整備していく必要があります。 

 

 

 

 

 

(2) 専門的な知識及び技能を有する医師・医療従事者の育成 

患者やその家族が、住む地域や年代に関わらず、アレルギーの状態に応

じた適切な医療を受けられるためには、身近にアレルギー疾患の専門的な知

識と技能を有する医師や薬剤師、看護師、臨床検査技師等による医療や相談

支援が必要です。 

そのため、医師や医療従事者が、知識・技能の向上に向けて、最新の科

学的知見に基づく医療情報や研修等の情報を入手しやすい方法で提供してい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）指針改正 30（や年代） 

 

 

（追加）指針改正 38 

「アレルギー疾患医療提要体制の在り方に

関する検討会」検討結果に基づく整備 

（追加）調査：第 19 条 指針Ⅳ関連で追加 

 平成 29 年７月 28 日厚労省局長通知 4 1） 

 

 

 

 

 

（追加）指針改正 30（や年代） 

 

 

 

（修正）指針使用単語（科学的知見）へ 

 （参考）医療提供体制の整備通知では「学

校に対し…医学的見地からの助

言」 
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３ アレルギー疾患患者等を支援する環境づくり 

(1) 連携協力体制の確保 

アレルギー疾患患者の生活の質の維持向上には、職場や学校、保育施設、地

域などにおいて、アレルギー疾患が理解され、適切な支援を受けられることが

必要です。 

特に、患者が、職場や学校等でアナフィラキシーショックなどを引き起こし

た場合などに緊急の対応が円滑にできるよう、患者やその家族、職場や学校・

施設等と医療機関や消防機関等との連携協力体制が必要です。 

また、患者やその家族、周囲の方が国や関係機関等が設置している相談窓口

や医療機関に相談できるよう、適切な相談窓口の情報を提供することが必要で

す。 

 

 

(2) アレルギー疾患患者を支援する者の人材育成等 

患者に対する支援は、アレルギー疾患に対する正しい知識に基づき適切に行

われることが肝要です。 

そのため、患者に関わる保健福祉関係者や学校、児童福祉施設、放課後児童

クラブや地域施設等の関係者に対して、アレルギー疾患に対する理解を進める

研修の受講機会を確保することが必要です。 

併せて、患者の家族や患者を取り巻く周囲の理解と支援も欠かせないことか

ら、そうした方々に対する普及啓発を行うことも必要です。 

 

 

 

 

(3) 災害時の対応 

災害時は、避難生活を余儀なくされることなどにより、アレルギーの状態

に応じた生活環境や食品等を確保することが難しい場合があり、アレルギー

疾患患者によっては、アレルギー症状が悪化することも考えられます。 

患者やその家族が、適切な対応を行うことができるよう、日頃からの備え

を周知することが必要です。 

また、避難所の管理者等が適切な支援を行えるよう、食物アレルギーに対

応した食品等の情報提供など、アナフィラキシー等の重症化を予防するため

の周知が必要です。 

 

 

 

 

 

３ アレルギー疾患患者等を支援する環境づくり 

(1) アレルギー疾患患者を支援する者の人材育成等 

アレルギー疾患患者に対する支援は、アレルギー疾患に対する正しい知

識に基づき適切に行われることが肝要です。 

そのため、患者に関わる保健福祉関係者や学校、児童福祉施設、放課後

児童クラブや地域施設等の関係者に対して、アレルギー疾患に対する理解を

進める研修の受講機会を確保することが必要です。 

併せて、患者の家族や患者を取り巻く周囲の理解と支援も欠かせないこ

とから、そうした方々に対する普及啓発や専門医等による相談機会を確保す

ることも必要です。 

 

 

 

(2) 連携協力体制・相談窓口の確保 

患者の生活の質の維持向上には、職場や学校、保育施設、地域などにお

いて、アレルギー疾患が理解され、適切な支援を受けられることが必要で

す。 

特に、患者が、職場や学校等でアナフィラキシーショックなどを引き起

こした場合などに緊急の対応が円滑にできるよう、患者やその家族、職場や

学校・施設等と医療機関や消防機関等との連携協力体制が必要です。 

また、患者やその家族、周囲の方が国や関係機関等が設置している相談

窓口や医療機関に相談できるよう、適切な相談窓口の情報を提供することが

必要です。 

 

 

(3) 災害時の対応 

災害時は、避難生活を余儀なくされることなどにより、アレルギーの状

態に応じた生活環境や食品等を確保することが難しい場合があり、アレルギ

ー疾患患者によっては、アレルギー症状が悪化することも考えられます。 

患者やその家族が、適切な対応を行うことができるよう、日頃からの備

えを周知することが必要です。 

また、避難所の管理者等が適切な支援を行えるよう、防災担当部署と連

携し、食物アレルギーに対応した食品等の情報提供など、アナフィラキシー

等の重症化を予防するための周知が必要です。 

 

 

 

 

 

（修正）記載順を第４章と一致させる。 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）新規事業案を課題に追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）指針改正 59 

防災担当部署等とアレルギー疾患に関わる

部署の連携 
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第４章アレルギー疾患対策推進のための施策 

１ 施策の体系図 

 

 
 

 

 

 

第４章アレルギー疾患対策推進のための施策 

１ 施策の体系図 
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２ 施策の柱１ 発症・重症化予防や症状の軽減のための取組みの推進 

(1) アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及 

アレルギー疾患に関する正しい知識、医療機関の情報等について、アレ

ルギー疾患患者やその家族、支援者等にホームページや研修会等の様々な

機会を通じて情報提供や普及啓発に取り組みます。 

 

アレルギー疾患に関する情報提供・普及啓発 

■ホームページを利用した情報提供 

アレルギー疾患について正しい理解が進むよう、アレルギー疾患の基礎知識、予

防方法、大気環境状況、PM2.5高濃度予報、光化学スモッグ情報、花粉飛散量につ

いてホームページを利用し情報を提供します。 

 

■健康関連事業での啓発等 

健康相談、個別相談、住まいの衛生相談、アレルギー物質を含む食品の適正表示

指導等の機会を捉え、適切な指導や、医療機関への受診勧奨、情報を提供しま

す。 

 

■アレルギー疾患に対応できる医療機関・専門医の情報提供 

患者や家族等の関係者へ医学的根拠に基づいた診断や治療を提供する医療機関や

専門医について情報を提供します。 

 

■講演会や講座等の開催 

患者やその家族等、関係者、一般県民向けの講演会や講座等を開催し、正しい知

識の普及や情報を提供します。 

 

■ガイドライン及びマニュアル等の周知 

患者が安心して学校生活や日常生活を送れるよう、学校・保育所等のアレルギー

対応について、国、県、関係団体等が作成しているガイドラインやマニュアル等

を、学校、保育関係者等へ周知し、正しい知識の普及啓発に努めます。 

 

■リーフレット等を利用した周知 

リーフレットや患者カードを作成し、アレルギー疾患の基礎知識や緊急時の対応

を患者やその家族等、学校、保育関係者等及び県民に対し周知します。 

 

 

 

 

 

 

２ 施策の柱１ 発症・重症化予防や症状の軽減のための取組みの推進 

(1) アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及 

アレルギー疾患に関する正しい知識、医療機関の情報等について、アレ

ルギー疾患患者やその家族、支援者等にホームページや研修会等の様々な

機会を通じて情報提供や普及啓発に取り組みます。 

 

アレルギー疾患に関する情報提供・普及啓発 

■ホームページを利用した情報提供 

アレルギー疾患について正しい理解が進むよう、アレルギー疾患の基礎知識、予

防方法、大気環境状況、PM2.5 高濃度予報、光化学スモッグ情報、花粉飛散量に

ついてホームページを利用し情報を提供します。 

 

■健康関連事業での啓発等 

健康相談、個別相談、住まいの衛生相談、アレルギー物質を含む食品の適正表示

指導等の機会を捉え、適切な指導や、医療機関への受診勧奨、情報を提供しま

す。 

 

■アレルギー疾患に対応できる医療機関・専門医の情報提供 

患者や家族等の関係者へ医学的根拠に基づいた診断や治療を提供する医療機関や

専門医について情報を提供します。 

 

■講演会や講座等の開催 

患者やその家族等、関係者、一般県民向けの講演会や講座等を開催し、正しい知

識の普及や情報を提供します。 

 

■ガイドライン及びマニュアル等の周知 

患者が安心して学校生活や日常生活を送れるよう、学校・保育所等のアレルギー

対応について、国、県、関係団体等が作成しているガイドラインやマニュアル等

を、学校、保育関係者等へ周知し、正しい知識の普及啓発に努めます。 

 

■リーフレット等を利用した周知 

リーフレット等を作成し、アレルゲン免疫療法を含むアレルギー疾患の基礎知識

や緊急時の対応、出生時から行える発症予防や対応等を患者や妊婦、乳幼児の保

護者、その家族、学校、保育関係者等及び県民に対し周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）指針改正 20 アレルゲン免疫療法 

（追加）指針改正 23 妊婦等への情報提供 

（削除）「等」が重複 
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(2) 生活環境におけるアレルゲン等を軽減するための取組み 

アレルギー疾患の発症・重症化予防や症状の軽減を図るため、大気中や室

内環境におけるアレルゲンや増悪因子の軽減や回避のための対策に取り組み

ます。 

 

花粉の発生源対策 

■花粉の着花量調査 

花粉症の原因の一つであるスギ・ヒノキの花粉飛散予測をするため、県内のスギ

やヒノキの雄花の着花量調査を行い、花粉飛散情報を提供します。 

 

 

 

 

 

 

■花粉の少ない苗木への植え替えなど 

スギ・ヒノキ林の混交林化や植え替え、花粉症対策苗木の生産供給体制の強化に

向けた取組みを推進します。 

 

アレルゲンを含む食品に関する対策 

■食品の適正表示指導 

食品表示法で表示が義務付けられているアレルゲンについて、食品関連業者への

監視指導を実施し、アレルギー表示の適正化を図ります。 

 

 

 

 

 

室内環境におけるアレルゲン対策 

■住まいの衛生相談 

ダニやカビ、ペット等の室内環境に起因するアレルギーの増悪因子の対策に関す

る情報提供や普及啓発に取り組みます。 

 

大気環境における対策 

■自動車排出ガス対策の取組 

旧式ディーゼル車の運行規制をはじめとする自動車排出ガス対策を進めます。 

 

■大気汚染監視測定 

PM2.5 や光化学オキシダントなど大気汚染物質の常時監視測定を行います。 

 (2) 生活環境におけるアレルゲン等を軽減するための取組み 

アレルギー疾患の発症・重症化予防や症状の軽減を図るため、大気中や

室内環境におけるアレルゲンや増悪因子の軽減や回避のための対策に取り

組みます。 

 

花粉の発生源対策 

■花粉の着花量調査 

花粉症の原因の一つであるスギ・ヒノキの花粉飛散予測をするため、県内のスギ

やヒノキの雄花の着花量調査を行い、花粉飛散情報を提供します。 

 

■無花粉となる花粉症対策品種の選抜の促進 

全国でも先駆的に無花粉スギ、ヒノキの選抜・実用化を実施しているが、森林吸

収減対策として成長の早い無花粉スギ選抜や種子を形成する雄性不稔無花粉ヒノ

キの選抜を目指す。 

 

■花粉の少ない苗木への植え替えなど 

スギ・ヒノキ林の混交林化や植え替え、花粉症対策苗木の生産供給体制の強化に

向けた取組みを推進します。 

 

アレルゲンを含む食品に関する対策 

■食品の適正表示指導 

食品表示法で表示が義務付けられているアレルゲンについて、食品関連業者への

監視指導を実施し、アレルギー表示の適正化を図ります。 

 

■加工食品のアレルゲン検査 

神奈川県内で市販されている加工食品について、アレルゲン検査を行い、加工食

品の安全性を確認します。 

  

室内環境におけるアレルゲン対策 

■住まいの衛生相談 

ダニやカビ、ペット等の室内環境に起因するアレルギーの増悪因子の対策に関す

る情報提供や普及啓発に取り組みます。 

 

大気環境における対策 

■自動車排出ガス対策の取組 

旧式ディーゼル車の運行規制をはじめとする自動車排出ガス対策を進めます。 

 

■大気汚染監視測定 

PM2.5 や光化学オキシダントなど大気汚染物質の常時監視測定を行います。 
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 (3) 生活スタイルの改善のための取組み 

アレルギー疾患の悪化要因の軽減を図るため、生活スタイルの改善を図りま

す。 

 

喫煙・受動喫煙の防止対策 

■受動喫煙防止のための普及啓発 

たばこの煙は気管支ぜん息の発症や悪化に影響することから、喫煙や受動喫煙の

健康影響等に関する周知や普及啓発に努めます。 

 

栄養・スキンケア対策 

■栄養相談 

規則正しい生活やバランスのとれた食事による肥満防止に向けて、適正体重を維

持する健康教育や広報等による普及啓発や相談に取り組みます。 

 

 

 

 

 

■スキンケア相談 

母子保健事業や研修を通じ、スキンケアの大切さの普及や相談に取り組みます。 

 

 

ストレス対策 

■ストレス軽減の取組 

ストレス等がアレルギーの悪化要因とされていることから、適切な自己管理によ

りストレスが軽減されるよう周知を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 生活スタイルの改善のための取組み 

アレルギー疾患の悪化要因の軽減を図るため、喫煙の防止や乳幼児へのス

キンケアの実施など生活スタイルの改善を図ります。 

 

喫煙・受動喫煙の防止対策 

■受動喫煙防止のための普及啓発 

たばこの煙は気管支ぜん息の発症や悪化に影響することから、喫煙や受動喫煙の

健康影響等に関する周知や普及啓発に努めます。 

 

栄養・スキンケア対策 

■栄養相談 

規則正しい生活やバランスのとれた食事による肥満防止に向けて、適正体重を維

持する健康教育や広報等による普及啓発や相談に取り組みます。 

 

■食物アレルギー対応の普及啓発 

患者の生活の維持・向上に影響を与える食事について、離乳食の進め方といった

食物アレルギー対応に関する広報等による普及啓発に取り組みます。 

 

■スキンケア相談 

母子保健事業や研修、リーフレットの配布による普及啓発を通じ、乳幼児に対す

るスキンケアの大切さの普及や相談に取り組みます。 

 

ストレス対策 

■ストレス軽減の取組 

ストレス等がアレルギーの悪化要因とされていることから、適切な自己管理によ

りストレスが軽減されるよう周知を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）令和３年度作成 

スキンケアリーフレットに記載あり 

 

 

（追加）令和３年度作成 

スキンケアリーフレットを追記 
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３ 施策の柱２ 適切な医療を受けられる体制の整備 

(1) アレルギー疾患医療を提供する体制の整備 

アレルギー疾患患者が居住する地域に関わらず、アレルギーの状態に応じた

適切な医療を受けることができるための体制を整備していきます。 

 

 

 

適切な医療を提供するための体制整備 

■アレルギー疾患医療拠点病院の選定 

県は、県内のアレルギー疾患医療の中心的な役割を果たす「アレルギー疾患医療

拠点病院」を選定します。選定された拠点病院は、アレルギー疾患対策推進協議

会で検討されるアレルギー疾患対策に主体的に取り組みます。 

 

■アレルギー疾患対策推進協議会（仮称）の設置 

県は、県拠点病院、日常的診療を行う医療機関、専門的な知識を有する医療従事

者、医師会、市町村、教育関係者、患者や関係者等を構成員とした協議会を設置

します。地域におけるアレルギー疾患の実態を把握し、県拠点病院を中心とした

診療連携体制や情報提供、人材育成等の施策の企画、立案等を検討・協議しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施策の柱２ 適切な医療を受けられる体制の整備 

(1) アレルギー疾患医療を提供する体制の整備 

アレルギー疾患対策推進協議会を通じて地域の実情を把握し、アレルギー

疾患患者が居住する地域や年代に関わらず、アレルギーの状態に応じた適切

な医療を受けることができるよう体制を整備していきます。 

 

 

適切な医療を提供するための体制整備 

■アレルギー疾患医療拠点病院の設置 

県は、県内のアレルギー疾患医療の中心的な役割を果たす「アレルギー疾患医療

拠点病院」を選定し、選定された拠点病院は、アレルギー疾患対策推進協議会で

検討されるアレルギー疾患対策に主体的に取り組みます。 

 

■アレルギー疾患対策推進協議会の設置 

県は、県拠点病院、日常的診療を行う医療機関、専門的な知識を有する医療従事

者、医師会、市町村、教育関係者、患者や関係者等を構成員とした協議会を設置

します。地域におけるアレルギー疾患の実態を把握し、県拠点病院を中心とした

診療連携体制や情報提供、人材育成等の施策の企画、立案等を検討・協議しま

す。 

 

■アレルギー疾患対策の調査等 

県は、官公庁等で行われる各種調査のデータ収集に努めるとともに、アレル 

ギー疾患医療拠点病院と協力して調査・分析を行い、本県のアレルギー疾患対策

の推進を図ります。 

 

医療機関・専門医等に関する情報の提供 

■ホームページを利用した情報提供 

県は、「アレルギー疾患医療拠点病院」をはじめ、地域でアレルギー疾患に対応

できる医療機関、アレルギー専門医の情報について、アレルギー学会等の関係学

会と連携し、ホームページを利用して県民等へ情報を提供します。 

またアレルギーの状態に応じた適切な受診ができるよう、診療内容を記載した医

療機関情報を提供します。 

 

 

 

（追加）指針改正 57  

アレルギー疾患対策推進協議会を通じて地

域の実情を把握し 

（追加）指針改正 30 年代 

 

（修正）選定します。 → 選定し、 

 

 

 

 

（修正）（仮称）を削除 

 

 

 

 

 

 

（新規事業案）調査研究 

７月協議会意見 (第 19 条,指針Ⅳ関連) 

 

 

 

 

 

 

 

（新規事業案）診療所のリスト化 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療従事者等の資質向上 

■医療従事者等の人材育成 

県拠点病院は、「県アレルギー疾患対策推進協議会（仮称）」と連携し、医療従

事者の研修を実施します。 

 

 

 

 

 

■医療従事者への情報提供 

県は、アレルギー疾患治療に関する医学的知見に基づいた診療・管理ガイドライ

ンの情報や研修等の情報等、医療従事者及びその他の関係者に役立つ情報を提供

します。 

 

 

 

 

(2) 専門的な知識及び技能を有する医師・医療従事者の育成 

アレルギー疾患患者が居住する地域や年代に関わらず、等しくそのアレル

ギーの状態に応じて適切な医療を受けることができるよう、医師、医療従事

者の知識・技術の向上に向けて、研修を実施するとともに、最新の科学的知

見に基づく医療情報や研修等の情報を提供します。 

 

医療従事者等の資質向上 

■医師・医療従事者等の人材育成 

県は、県アレルギー疾患医療拠点病院等が実施する医師・医療従事者の人材育

成・研修を支援します。 

県は、医師・医療従事者の講習や研修機会の確保をしやすくするため、県アレル

ギー疾患対策推進協議会を通じて、医療機関や大学、医会等の主催する講習や研

修の情報を収集して提供に努めます。 

 

診療・管理ガイドラインに関する情報の提供 

■医療従事者等への情報提供 

県は、アレルギー疾患治療に関する科学的知見に基づいた診療・管理ガイドライ

ンの情報や研修等の情報等、医療従事者及びその他の関係者に役立つ情報を提供

します。 

 

 

 

 

 

 

（修正）（仮称）を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）協議会総括（課題）への対応 

前半：指針 30 を引用 

後半：第３章２(２)後段 を引用 

（修正）指針使用単語（科学的知見）へ 

 

 

 

 

（修正）指針改正 39 医療従事者の育成 

（新規事業案）医師向け研修会委託 

 

（新規事業案）協議会委員提案 

 

 

 

第３章（課題）では（１）体制の整備 

に記載があるものの施策としては（２）

育成 に整理 

（修正）指針使用単語（科学的知見） 
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医療機関・専門医等に関する情報の提供 

■ホームページを利用した情報提供 

県は、「アレルギー疾患医療拠点病院」をはじめ、地域でアレルギー疾患に対応

できる医療機関、アレルギー専門医の情報について、アレルギー学会等の関係学

会と連携し、ホームページを利用して県民等へ情報を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除）  

施策の柱２ 適切な医療を受けられる体制の整備 

(1) アレルギー疾患医療を提供する体制の整備 

へ移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修正）（仮称）の削除 

（追加）拠点病院名 

（神奈川県立こども医療センター、 

横浜市立みなと赤十字病院）を追記 
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４ 施策の柱３ アレルギー疾患患者等を支援するための環境づくり 

(1) アレルギー疾患患者に関わる者の人材育成 

保健福祉関係者、学校、保育所等の施設の職員等、アレルギー疾患患者に

関わる者に対して、アレルギー疾患の必要な知識、発症予防、緊急時の対応

に関する知識の習得を図る研修を実施し、関係者の資質向上に取り組みま

す。 

 

保健師や管理栄養士等を対象とした講習機会の確保 

■専門職への研修や情報提供 

患者に関わる専門職（保健師、看護師、管理栄養士等）を対象とした講習の開催

や、外部機関主催の研修の情報提供など講習機会の確保に努めます。 

 

 

 

 

学校や職場関係者を対象とした研修機会の確保 

■研修の開催 

教育委員会、県内の公私立の学校、幼稚園、保育所、放課後児童クラブ、児童福

祉施設、老人福祉施設、障がい者施設、消防署等で患者に関わる関係機関の管理

職や職員に対し、アレルギー症状等の知識や重症化した際の緊急時の対応等につ

いて習得する研修を引き続き開催します。 

 

■ガイドラインやマニュアルの周知 

研修開催時には、国が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」

や「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」、県で作成した「食物アレ

ルギー緊急時対応マニュアル」について周知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 施策の柱３ アレルギー疾患患者等を支援するための環境づくり 

(1) アレルギー疾患患者を支援する者の人材育成 

保健福祉関係者、学校、保育所等の施設の職員等、アレルギー疾患患者に

関わる者に対して、アレルギー疾患の必要な知識、発症予防、緊急時の対応

に関する知識の習得を図る研修を実施し、関係者の資質向上に取り組みま

す。 

 

保健師や管理栄養士等を対象とした講習機会の確保 

■専門職への研修や情報提供 

患者に関わる専門職（歯科医師、保健師、看護師、管理栄養士等）を対象とした

講習の開催や、外部機関主催の研修の情報提供など講習機会の確保に努めます。 

 

 

 

学校や職場関係者を対象とした研修機会等の確保 

■研修の開催 

教育委員会、県内の公私立の学校、幼稚園、保育所、放課後児童クラブ、児童福

祉施設、老人福祉施設、障がい者施設、消防署等で患者に関わる関係機関の管理

職や職員に対し、アレルギー症状等の知識や重症化した際の緊急時の対応等につ

いて習得する研修を引き続き開催します。 

 

 

■ガイドラインやマニュアルの周知 

研修開催時には、 国が作成した「学校給食における食物アレルギー対応指針」

や「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」、県で作成した「食物アレル

ギー緊急時対応マニュアル」について周知しするとともに、エピペントレーナー

等の貸出を行います。 

 

 

■相談機会の確保 

教育委員会、県内の公私立の学校、幼稚園、保育所、放課後児童クラブ、児童福

祉施設等で患者に関わる関係機関の管理職や職員に対し、専門医等からの指導・

助言を受けられるよう機会の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（修正） 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）指針改正 31（歯科医師） 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

（新規事業案）学校等向け医学的見地か

らの助言 
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連携の必要性の周知 

■関係機関との連携 

患者がアナフィラキシーショックを引き起こした際に適切な医療を受けられるこ

とができるよう、患者及びその家族、学校や職場、医療機関、消防機関等との連

携の必要性について周知していきます。 

 

 

 

(2)相談窓口の案内 

患者やその家族、患者に関わる者等に対し、適切な相談窓口の案内をします。 

 

 

 

相談窓口の情報提供 

■相談窓口の情報提供 

国や関係機関が設置している窓口の情報をホームページ等でわかりやすく提供し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 連携協力体制・相談窓口の案内 

患者やその家族、患者に関わる者等に対し、学校や職場、医療機関、消防機関等

との連携の必要性について周知するとともに、適切な相談窓口の案内をします。 

 

連携の必要性の周知 

■関係機関との連携 

患者がアナフィラキシーショックを引き起こした際に適切な医療を受けられるこ

とができるよう、患者及びその家族、学校や職場、医療機関、消防機関等との連

携の必要性について研修会を通じて周知していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口の情報提供 

■相談窓口の情報提供 

国や関係機関が設置している窓口の情報をホームページ等でわかりやすく提供し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修正）記載を第４章と一致させる。 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）事業内容の明確化 

 

 

 

（削除・移動） 

記載を第４章と一致させる。 
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(3)災害時の対応 

災害時は避難生活等、日常生活と異なる生活を送ることもあるため、適切な自己

管理ができなくなり、アレルギー症状が悪化する患者が出ることも考えられま

す。 

患者の自己管理や避難所等での適切な対応について、情報提供を行うことができ

るよう、市町村、関係機関、学会等と連携対応していきます。 

 

 

 

平常時における対策 

 

 

 

 

■災害への備えに対する周知 

災害時にも適切な自己管理が行えるよう、アレルギーの状態に応じた食品や生活

環境の確保等について周知を図ります。 

 

 

 

 

 

避難所でのアレルギー疾患対応に関する情報提供 

■患者や関係者への周知 

アナフィラキシー等の重症化予防、食物アレルギーに対応しているミルクや食品

等の情報、避難所での過ごし方など、患者やその家族、関係者に対し周知や情報

提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 災害時の対応 

災害時は避難生活等、日常生活と異なる生活を送ることもあるため、適切な自己

管理ができなくなり、アレルギー症状が悪化する患者が出ることも考えられま

す。 

患者の自己管理や避難所等での適切な対応について、情報提供を行うことができ

るよう、市町村、関係機関、学会等と連携対応していきます。 

 

 

 

平常時における対策 

■部局間の連携の強化 

アレルギー疾患対策会議に防災担当部署を加え、アレルギー疾患対策に関する部

局間の連携を強化します。 

 

■災害への備えに対する周知 

アレルギー疾患患者や家族が災害時にも適切な自己管理が行えるよう、アレルギ

ーの状態に応じた食品や生活環境の確保等について周知を図ります。 

市町村や自治会など避難所運営に関わる方が、災害時に避難者に対し、食物アレ

ルギーや気管支喘息、アトピー性皮膚炎といったアレルギー疾患への備えができ

るよう、部局間の連携により「避難所マニュアル策定指針」の充実と周知を図り

ます。 

 

避難所でのアレルギー疾患対応に関する情報提供 

■患者や関係者への周知 

アナフィラキシー等の重症化予防、食物アレルギーに対応しているミルクや食品

等の情報、避難所での過ごし方など、患者やその家族、関係者に対し周知や情報

提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）指針改正 56、59 

 

 

 

 

 

（追加）指針改正 59 
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第５章推進体制 

１アレルギー疾患対策推進協議会（仮称） 

【設置目的】県や県拠点病院、日常的診療を行う医療機関や医療従事者、医師

会、市町村、教育関係者、患者や関係者等を構成員とし、地域におけるアレルギ

ー疾患の実態の把握や、県拠点病院を中心とした診療連携体制、人材育成、情報

提供・相談体制確保等、地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進を図る。 

【役割】アレルギー疾患対策の推進 

 

２アレルギー疾患対策会議 

【設置目的】アレルギー疾患対策に関する関連事業について、庁内関係部局が相

互の連携を図り、計画の進行管理を行うとともに必要な施策を協議する。 

【役割】アレルギー疾患対策に関する部局間の連携による、計画の進行管理と必

要な施策の協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３計画の施策推進のための点検及び評価 

本計画における施策内容やその成果については、ＰＤＣＡサイクルを活用し、各

年度において、アレルギー疾患対策推進協議会（仮称）及びアレルギー疾患対策

会議に報告し、点検・評価を受けるとともに、その結果に基づいて、必要な見直

しを行い、施策を充実するよう努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

用語の説明 

 

 

 

 

第５章推進体制 

１アレルギー疾患対策推進協議会    

【設置目的】 県や県拠点病院、日常的診療を行う医療機関や医療従事者、医師

会、市町村、教育関係者、患者や関係者等を構成員とし、地域におけるアレルギ

ー疾患の実態の把握や、県拠点病院を中心とした診療連携体制、人材育成、情報

提供・相談体制確保等、地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進を図る。 

【役 割】アレルギー疾患対策の推進 

 

２ アレルギー疾患対策会議 

【設置目的】 アレルギー疾患対策に関する関連事業について、庁内関係部局が

相互の連携を図り、計画の進行管理を行うとともに必要な施策を協議する。 

【役 割】アレルギー疾患対策に関する部局間の連携による、計画の進行管理と

必要な施策の協議 

 

３ アレルギー疾患医療拠点病院 

【設置目的】 神奈川県アレルギー疾患推進計画に基づき、県内のアレルギー疾

患医療の中心的な役割を果たす。 

【役 割】 県内のアレルギー疾患医療の拠点として、神奈川県アレルギー疾患対

策推進計画及び県アレルギー疾患対策推進協議会で検討されるアレルギー疾患対

策の診療、情報提供、人材育成、研究、助言等に主体的に取り組む。 

 

 

４計画の施策推進のための点検及び評価 

本計画における施策内容やその成果については、ＰＤＣＡサイクルを活用し、各

年度において、アレルギー疾患対策推進協議会及びアレルギー疾患対策会議に報

告し、点検・評価を受けるとともに、その結果に基づいて、必要な見直しを行

い、施策を充実するよう努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

用語の説明 

＜あ行＞ 

【アレルゲン免疫療法】P 

アレルギーの原因となるアレルギー物質（アレルゲン）をごく少量ずつ投与する

ことで、アレルギーを抑えたり、緩和する治療法で、以前は「減感作療法」とも

 

 

（削除）（仮称）を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 

Ｐｌａｎ／Ｄｏ／Ｃｈｅｃｋ／Ａｃｔｉｏｎの頭文字を揃えたもので、 

計画（Ｐｌａｎ）→実行（Ｄｏ）→検証（Ｃｈｅｃｋ）→改善（Ａｃｔｉｏ

ｎ）の流れを、計画に生かしていくプロセスのことをいいます。 

【ＰＤＣＡサイクル】 

Ｐｌａｎ／Ｄｏ／Ｃｈｅｃｋ／Ａｃｔｉｏｎの頭文字を揃えたもので、 

計画（Ｐｌａｎ）→実行（Ｄｏ）→検証（Ｃｈｅｃｋ）→改善（Ａｃｔｉｏ

ｎ）の流れを、計画に生かしていくプロセスのことをいいます。 
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＜か行＞ 

【花粉症対策苗木】P10 

一般的なスギやヒノキの品種と比べて花粉の生産量が少ない、あるいは全く生産

しない品種の苗木の総称。 

 

【旧式ディーゼル車の運行規制】P10 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例で実施している運行規制のこと。平成９

年頃より前に製造されたディーゼル車は、呼吸器に悪影響を及ぼす粒子状物質を

多量に排出するため、県内を運行させることができない。 

 

【県アレルギー疾患医療拠点病院】P12 

県内のアレルギー疾患医療の中心的役割を果たし、県アレルギー疾患対策推進協

議会（仮称）で検討されるアレルギー疾患対策の診療、情報提供、人材育成、研

究、助言等に主体的に取り組む病院のこと。 

 

【県指定病院】P14 

地域のかかりつけ医と連携し、支援を行うアレルギー疾患治療の中核となる医療

機関を医療圏ごとに県で指定した病院のこと。 

 

 

 

【光化学スモッグ】P9 

光化学オキシダントの濃度が高くなり、視界がもやがかかったようになる現象の

こと。 

 

【光化学オキシダント】P10 

自動車や工場等から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物を主体とする原因

物質が太陽光線に含まれる紫外線の照射を受けて化学反応を起こすことにより発

生する汚染物質のこと。 

 

 

呼ばれていました。この治療は症状に対する治療や炎症を抑える治療とは異な

り、アレルゲンに対してアレルギー反応が起きないように体を慣らしていくる治

療法で、アレルギーの治療法の中では根治（治癒）を目指す唯一の治療とされて

います。 

ごく少量といっても病気の原因となるアレルギー物質を投与するとアレルギー反

応が出現する可能性があるため、必ず医師の指導により適切に治療を行う必要性

があります。 

 

＜か行＞ 

【花粉症対策苗木】P10 

一般的なスギやヒノキの品種と比べて花粉の生産量が少ない、あるいは全く生産

しない品種の苗木の総称。 

 

【旧式ディーゼル車の運行規制】P10 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例で実施している運行規制のこと。平成９

年頃より前に製造されたディーゼル車は、呼吸器に悪影響を及ぼす粒子状物質を

多量に排出するため、県内を運行させることができない。 

 

【県アレルギー疾患医療拠点病院】P12 

県内のアレルギー疾患医療の中心的役割を果たし、県アレルギー疾患対策推進協

議会で検討されるアレルギー疾患対策の診療、情報提供、人材育成、研究、助言

等に主体的に取り組む病院のこと。 

 

【県指定専門医療機関】P14 

県アレルギー疾患医療拠点病院や国中心拠点病院と連携し、診療を行うとともに

地域における身近なかかりつけ医と連携し、診療ガイドラインを活用したアレル

ギー疾患への対応が図れるよう支援する医療機関で医療圏ごとに県で指定した病

院のこと。 

 

【光化学スモッグ】P9 

光化学オキシダントの濃度が高くなり、視界がもやがかかったようになる現象の

こと。 

 

【光化学オキシダント】P10 

自動車や工場等から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物を主体とする原因

物質が太陽光線に含まれる紫外線の照射を受けて化学反応を起こすことにより発

生する汚染物質のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修正）（仮称）の削除 
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 【混交林】P10 

二種類以上の樹木からなる森林のこと。花粉発生源対策では、針葉樹（スギ・ヒ

ノキ）と広葉樹が混じる「針広混交林化」を進める。 

 

＜た行＞ 

【中心拠点病院】P14 

国の政策に基づきアレルギー疾患に関する適切な情報提供、県拠点病院の専門的

な知識及び技術を有する医療従事者の育成を行う病院のこと。 

 

＜は行＞ 

【ＰＭ２.５】P10 

工場のボイラー・焼却炉などといったばい煙を発生する施設（固定発生源）や、

自動車、船舶、航空機（移動発生源）等を主な発生源として大気中に浮遊してい

る粒子のうち、2.5μm 以下の非常に小さな粒子である微小粒子状物質（ＰＭ２．

５）のこと。 

 

 

 

【混交林】P10 

二種類以上の樹木からなる森林のこと。花粉発生源対策では、針葉樹（スギ・ヒ

ノキ）と広葉樹が混じる「針広混交林化」を進める。 

 

＜た行＞ 

【中心拠点病院】P14 

国の政策に基づきアレルギー疾患に関する適切な情報提供、県拠点病院の専門的

な知識及び技術を有する医療従事者の育成を行う病院のこと。 

 

＜は行＞ 

【ＰＭ２.５】P10 

工場のボイラー・焼却炉などといったばい煙を発生する施設（固定発生源）や、

自動車、船舶、航空機（移動発生源）等を主な発生源として大気中に浮遊してい

る粒子のうち、2.5μm 以下の非常に小さな粒子である微小粒子状物質（ＰＭ

２．５）のこと。 

 

＜ま行＞ 

【免疫寛容】P 

外界から生体内に入った異物を抗原とは認識させず、過剰な免疫反応を起こさな

い、または抑制すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 


